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１）流域水害対策計画の策定について（計画の内容）

国土交通省 「特定都市河川」パンフレットより抜粋

～流域のあらゆる関係者の協働により推進～
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２）流域水害対策計画の策定について（協議会の位置付け）

特定都市河川等の指定に伴い、浸水被害対策を総合的に推進し、浸水被害の防止・軽減を図るため、

特定都市河川流域内の関係者等で流域水害対策協議会を設立、河川管理者等が共同で流域水害対策計

画を策定。

特定都市河川の指定（法第３条）

流域水害対策協議会

の設立（法第７条）

流域水害対策計画策定（法第４条）

計画の実施（浸水被害の防止・軽減）

流域水害対策計画の
・作成等に関する協議
・実施に係る連絡調整

国土交通省 「特定都市河川」パンフレットより抜粋


